
伊 丹 市 長 期 優 良 住 宅 建 築 等 計 画 等 の 認 定 等 に 関 す る 要 綱  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は ， 長 期 優 良 住 宅 の 普 及 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成

２ ０ 年 法 律 第 ８ ７ 号 。以 下「 法 」と い う 。）の 規 定 に よ る 建 築 及 び 維

持 保 全 に 関 す る 計 画（ 以 下「 長 期 優 良 住 宅 建 築 等 計 画 」と い う 。）及

び 維 持 保 全 に 関 す る 計 画 （ 以 下 「 長 期 優 良 住 宅 維 持 保 全 計 画 」 と い

う 。） の 認 定 等 の 申 請 に 関 し ， 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 伊 丹 市 長 が 必 要 と 認 め る 図 書 ）  

第 ２ 条  長 期 優 良 住 宅 の 普 及 の 促 進 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 （ 平 成 ２ １

年 国 土 交 通 省 令 第 ３ 号 。以 下「 施 行 規 則 」と い う 。）第 ２ 条 第 １ 項 の

規 定 に よ り 伊 丹 市 長 が 必 要 と 認 め る 図 書 は ， 次 に 掲 げ る 図 書 と す る 。 

⑴  登 録 住 宅 型 式 性 能 認 定 等 機 関 （ 住 宅 の 品 質 確 保 の 促 進 等 に 関 す

る 法 律（ 平 成 １ １ 年 法 律 第 ８ １ 号 。以 下「 住 宅 品 確 法 」と い う 。）

第 ４ ４ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 登 録 住 宅 型 式 性 能 認 定 等 機 関 を い う 。

以 下 同 じ 。）が 行 う 住 宅 型 式 性 能 認 定（ 登 録 住 宅 型 式 性 能 認 定 等 機

関 が 行 う こ れ と 同 等 の 確 認 を 含 む 。以 下 同 じ 。）を 受 け た 型 式 に 適

合 す る 住 宅 又 は 住 宅 型 式 性 能 認 定 を 受 け た 型 式 に 適 合 す る 住 宅

の 部 分 を 含 む 住 宅 に あ っ て は ， 当 該 登 録 住 宅 型 式 性 能 認 定 等 機 関

が 交 付 す る 住 宅 型 式 性 能 認 定 書 （ 登 録 住 宅 型 式 性 能 認 定 等 機 関 が

交 付 す る こ れ と 同 等 の 確 認 書 を 含 む 。 以 下 同 じ 。） の 写 し  

⑵  住 宅 で あ る 認 証 型 式 住 宅 部 分 等 又 は 住 宅 の 部 分 で あ る 認 証 型

式 住 宅 部 分 等 を 含 む 住 宅 に あ っ て は ， 型 式 住 宅 部 分 等 製 造 者 認 証

書 の 写 し  

⑶  長 期 優 良 住 宅 建 築 等 計 画 の 認 定 に 係 る 審 査 に 当 た り ， 長 期 使 用

構 造 等 と す る た め の 措 置 及 び 維 持 保 全 の 方 法 の 基 準 を 定 め る 件

（ 平 成 ２ １ 年 国 土 交 通 省 告 示 第 ２ ０ ９ 号 ） 第 ３ に 定 め る 長 期 使 用

構 造 等 と す る た め の 措 置 と 同 等 以 上 の 措 置 が 講 じ ら れ て い る こ

と の 審 査 を 要 す る 場 合 に あ っ て は ， 長 期 使 用 構 造 等 と す る た め の

措 置 と 同 等 以 上 の 措 置 が 講 じ ら れ て い る 旨 を 説 明 し た 図 書 （ こ の

場 合 に お い て 登 録 試 験 機 関 が 行 う 特 別 評 価 方 法 認 定 の た め の 審



査 に 係 る 特 別 の 建 築 材 料 若 し く は 構 造 方 法 ま た は 特 別 の 試 験 方

法 若 し く は 計 算 方 法 に 関 す る 試 験 ， 分 析 ま た は 測 定 （ 登 録 試 験 機

関 が 行 う こ れ と 同 等 の 試 験 を 含 む 。以 下「 試 験 等 」と い う 。）を 受

け た と き は ， 当 該 特 別 の 建 築 材 料 若 し く は 構 造 方 法 又 は 特 別 の 試

験 方 法 若 し く は 計 算 方 法 に 関 す る 試 験 等 の 結 果 の 証 明 書 を も っ

て こ れ に 代 え る こ と が で き る 。）  

⑷  法 第 ６ 条 第 １ 項 第 ３ 号 に 規 定 す る 基 準 （ 以 下 「 居 住 環 境 基 準 」

と い う 。）に 応 じ て ，そ れ に 適 合 す る こ と を 確 認 す る た め に 必 要 な

図 書 （ 証 明 書 等 の 写 し を も っ て こ れ に 代 え る こ と が で き る 。）  

⑸  居 住 環 境 基 準 に お け る 都 市 計 画 施 設 の 区 域 等 ， 原 則 と し て 認 定

し な い こ と と す る 区 域 に お い て ， 許 可 等 に よ り ， 住 宅 の 建 築 が 認

め ら れ て い る 場 合 に あ っ て は ， そ の 内 容 を 明 示 し た 図 書  

⑹  法 第 ６ 条 第 ２ 項 （ 法 第 ８ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 準 用 す る 場 合 を

含 む 。以 下 同 じ 。）の 規 定 に よ る 申 出 に 係 る 建 築 物 の 長 期 優 良 住 宅

建 築 等 計 画 が ， 建 築 基 準 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ０ １ 号 ） 第 １ ８

条 第 ５ 項 に 規 定 す る 特 定 構 造 計 算 基 準 又 は 特 定 増 改 築 構 造 計 算

基 準 に 適 合 す る か ど う か の 建 築 主 事 の 審 査 を 要 す る も の で あ る

場 合（ 同 項 た だ し 書 と 同 様 の 審 査 が 行 わ れ る 場 合 を 除 く 。）に あ っ

て は ， 同 法 第 １ ８ 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 兵 庫 県 知 事 か ら 委 任

さ れ た 指 定 構 造 計 算 適 合 性 判 定 機 関 が 当 該 長 期 優 良 住 宅 建 築 等

計 画 に つ い て 特 定 構 造 計 算 基 準 又 は 特 定 増 改 築 構 造 計 算 基 準 に

適 合 す る も の で あ る と 判 定 し た 旨 が 記 載 さ れ た 通 知 書 又 は そ の

写 し  

⑺  法 第 ６ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 申 出 に 係 る 建 築 物 の 計 画 が ， 建 築

物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 第 １ １ 条 第 １ 項

に 規 定 す る 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 適 合 性 判 定 を 受 け な け れ

ば な ら な い 場 合 に あ っ て は ， 同 条 第 ６ 項 に 規 定 す る 適 合 判 定 通 知

書 又 は そ の 写 し  

⑻  法 第 ９ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 法 第 ８ 条 第 １ 項 の 変 更 の 認 定 を

申 請 し よ う と す る 者 は ， 区 分 所 有 住 宅 の 管 理 者 等 の 選 任 さ れ た 日



を 証 す る 図 書 の 写 し  

⑼  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 図 書  

 （ 伊 丹 市 長 が 不 要 と 認 め る 図 書 ）  

第 ３ 条  施 行 規 則 第 ２ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 伊 丹 市 長 が 不 要 と 認 め る

図 書 は ， 次 の 各 号 に 掲 げ る も の と す る 。  

⑴  次 に 掲 げ る 事 項 を 明 示 す る こ と を 要 し な い も の と す る こ と に

よ り ， 図 書 に 明 示 す べ き 事 項 の す べ て に つ い て 明 示 す る こ と を 要

し な い 図 書 と す る 。  

  ア  住 宅 型 式 性 能 認 定 を 受 け た 型 式 に 適 合 す る 住 宅 又 は 住 宅 型 式

性 能 認 定 を 受 け た 型 式 に 適 合 す る 住 宅 の 部 分 を 含 む 住 宅 に 係

る 長 期 優 良 住 宅 建 築 等 計 画 及 び 長 期 優 良 住 宅 維 持 保 全 計 画 （ 以

下「 長 期 優 良 住 宅 建 築 等 計 画 等 」と い う 。）の 認 定 申 請 の う ち ，

住 宅 型 式 性 能 認 定 書 の 写 し を 添 え た も の に あ っ て は ， 長 期 優 良

住 宅 建 築 等 計 画 等 の 認 定 申 請 に 係 る 図 書 に 明 示 す べ き 事 項 の

う ち ， 住 宅 型 式 性 能 認 定 書 に お い て ， 住 宅 性 能 評 価 （ 登 録 住 宅

型 式 性 能 認 定 等 機 関 が 交 付 し た 住 宅 型 式 性 能 認 定 書 と 同 等 の

確 認 書 に お い て は 長 期 優 良 住 宅 建 築 等 計 画 等 の 認 定 ） の 申 請 に

お い て 明 示 す る こ と を 要 し な い 事 項 と し て 指 定 さ れ た も の  

  イ  住 宅 で あ る 認 証 型 式 住 宅 部 分 等 又 は 住 宅 の 部 分 で あ る 認 証 型

式 住 宅 部 分 等 を 含 む 住 宅 に 係 る 長 期 優 良 住 宅 建 築 等 計 画 等 の

認 定 申 請 の う ち ， 型 式 住 宅 部 分 等 製 造 者 認 証 書 の 写 し を 添 え た

も の に あ っ て は ， 長 期 優 良 住 宅 建 築 等 計 画 等 の 認 定 申 請 に 係 る

図 書 に 明 示 す べ き 事 項 の う ち ， 型 式 住 宅 部 分 等 製 造 者 認 証 書 に

お い て ， 住 宅 性 能 評 価 の 申 請 に お い て 明 示 す る こ と を 要 し な い

事 項 と し て 指 定 さ れ た も の  

  ウ  住 宅 品 確 法 第 ６ 条 の ２ 第 ３ 項 に 規 定 す る 確 認 書 若 し く は 同 条

第 ４ 項 に 規 定 す る 住 宅 性 能 評 価 書 又 は こ れ ら の 写 し を 添 付 し

た 場 合 に お け る ， 長 期 使 用 構 造 等 に 係 る 審 査 以 外 の 審 査 に お い

て 明 示 す る こ と を 要 し な い 事 項  

⑵  そ の 他 市 長 が 不 要 と 認 め る 図 書  



（ 認 定 基 準 ）  

第 ４ 条  法 第 ６ 条 第 １ 項 第 ３ 号 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る も の と 伊 丹 市

長 が 認 め る 場 合 は ， 次 の 各 号 の 基 準 に 適 合 す る 場 合 と す る 。  

⑴  都 市 計 画 法 （ 昭 和 ４ ３ 年 法 律 第 １ ０ ０ 号 ） 第 １ ２ 条 の ４ 第 １ 項

第 １ 号 に 規 定 す る 地 区 計 画 の う ち 地 区 整 備 計 画 が 定 め ら れ て い

る 区 域 内 に あ る も の に あ っ て は ， 該 当 す る 地 区 計 画 に 定 め る 事 項  

⑵  景 観 法 （ 平 成 １ ６ 年 法 律 第 １ １ ０ 号 ） 第 ８ 条 第 １ 項 に 規 定 す る

景 観 計 画 の 区 域 内 に あ る も の に あ っ て は ， 該 当 す る 景 観 計 画 に 定

め る 事 項  

⑶  建 築 基 準 法 第 ６ ９ 条 に 規 定 す る 建 築 協 定 の 区 域 内 に お け る 当

該 協 定 中 の 建 築 物 に 関 す る 事 項（ 建 築 物 の 敷 地 ，構 造 ，建 築 設 備 ，

用 途 又 は 形 態 意 匠 に つ い て の 具 体 的 な 制 限 に 限 る ）。  

⑷  福 祉 の ま ち づ く り 条 例 （ 平 成 ４ 年 兵 庫 県 条 例 第 ３ ７ 号 ） に 定 め

る 事 項  

⑸  環 境 の 保 全 と 創 造 に 関 す る 条 例 （ 平 成 ７ 年 兵 庫 県 条 例 第 ２ ８ 号 ）

第 １ １ ８ 条 の ２ に 規 定 す る 市 街 化 区 域 に お け る 建 築 物 に あ っ て

は ， 同 条 例 の 規 定 に よ る 緑 化 基 準 に 定 め ら れ た 事 項  

⑹  環 境 の 保 全 と 創 造 に 関 す る 条 例 第 １ １ ８ 条 の ５ に 規 定 す る 特

定 建 築 物 に あ っ て は ， 建 築 物 環 境 性 能 評 価 指 針 に 定 め ら れ た 事 項  

２  認 定 申 請 に 係 る 住 宅 が 次 の 各 号 の い ず れ か の 区 域 内 に 建 築 さ れ る

も の で あ る 場 合 は 伊 丹 市 長 は 認 定 を 行 わ な い 。 た だ し ， 許 可 （ 都 市

計 画 法 第 ５ ３ 条 及 び 第 ６ ５ 条 に よ る 許 可 は 除 く 。）等 に よ り ，住 宅 の

建 築 が 認 め ら れ て い る 場 合 は ， こ の 限 り で な い 。  

⑴  都 市 計 画 法 第 ４ 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 促 進 区 域  

⑵  都 市 計 画 法 第 ４ 条 第 ６ 項 に 規 定 す る 都 市 計 画 施 設 の 区 域  

⑶  都 市 計 画 法 第 ４ 条 第 ７ 項 に 規 定 す る 市 街 地 開 発 事 業 の 区 域  

⑷  都 市 計 画 法 第 ４ 条 第 ８ 項 に 規 定 す る 市 街 地 開 発 事 業 等 予 定 区

域  

３  法 第 ６ 条 第 １ 項 第 ４ 号 に 規 定 す る 自 然 災 害 に よ る 被 害 の 発 生 の 防

止 又 は 軽 減 に 配 慮 さ れ た も の で あ る こ と に つ い て の 基 準 は ， 建 築 し



よ う と す る 住 宅 が ， 土 砂 災 害 警 戒 区 域 等 に お け る 土 砂 災 害 防 止 対 策

の 推 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 １ ２ 年 法 律 第 ５ ７ 号 ） 第 ９ 条 第 １ 項 に 規

定 す る 土 砂 災 害 特 別 警 戒 区 域 以 外 の 区 域 に あ る こ と と し ， 土 砂 災 害

特 別 警 戒 区 域 内 に あ る も の は 原 則 と し て 認 定 し な い 。 た だ し ， 宅 地

の 安 全 化 を 図 る 開 発 行 為 等 に よ り ， 区 域 の 指 定 が 解 除 さ れ る こ と が

決 定 し て い る 場 合 若 し く は 短 期 間 の う ち に 解 除 さ れ る こ と が 確 実

と 見 込 ま れ る 場 合 は こ の 限 り で な い 。  

（ そ の 他 ）  

第 ５ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か ， 認 定 等 に 関 し 必 要 な 事 項 は ，

別 に 定 め る も の と す る 。  

 付  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ １ 年 ６ 月 ４ 日 か ら 施 行 す る 。  

  付  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ７ 年 ３ 月 ５ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ７ 年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ７ 年 １ ０ 月 ７ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は ， 令 和 ４ 年 ２ 月 ２ ０ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  住 宅 の 質 の 向 上 及 び 円 滑 な 取 引 環 境 の 整 備 の た め の 長 期 優 良

住 宅 の 普 及 の 促 進 に 関 す る 法 律 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 ３

年 法 律 第 ４ ８ 号 ） 附 則 第 ２ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り ， な お 従 前 の 例

に よ る こ と と さ れ る 長 期 優 良 住 宅 建 築 等 計 画 の こ の 要 綱 の 第 ２



条 及 び 第 ３ 条 の 適 用 に つ い て は ， な お 従 前 の 例 に よ る （ 従 前 の 要

綱 第 ２ 条 第 ８ 号 ，第 ３ 条 第 １ 号 エ ，第 ２ 号 及 び 第 ３ 号 に 限 る 。）。  

付  則  

こ の 要 綱 は ， 令 和 ４ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

こ の 要 綱 は ， 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


